
【厚生労働大臣が定める掲示事項】 
 

１．入院基本料に関する事項 

（１）当病院の看護職員（看護師及び准看護士）の勤務は次のとおりとなっています。 

病棟は１日１１人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は 

・朝８時３０分～夕方４時３０分まで、看護職員１人当たりの受持ち数は８人以内です。 

・夕方４時３０分～朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受持ち数は２５人以内です。 
 

（２）当病院においては、患者の負担による付き添い看護を行っていません。 

 

２．診療報酬の算定方法又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る

生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、下記の事項を関東信越厚生局長に届

け出ています。                         2024年 6月 1日現在 

（１）基本診療料の施設基準 

   ・情報通信機器を用いた診療      ・機能強化加算 

   ・歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 

   ・歯科外来診療環境体制加算１     ・一般病棟入院基本料（地域一般入院料３） 

   ・救急医療管理加算          ・診療録管理体制加算２ 

・医師事務作業補助体制加算１(20対 1） ・看護補助加算１ 

   ・医療安全対策加算２（医療安全対策地域連携加算２） 

   ・感染対策向上加算３（連携強化加算、サーベイランス強化加算） 

   ・データ提出加算２          ・入退院支援加算１   ・認知症ケア加算１ 

    ・看護配置加算            ・後発医薬品使用体制加算３       

   

（２）特掲診療料の施設基準 

   ・歯科治療時医療管理料        ・糖尿病合併症管理料 

   ・がん性疼痛緩和指導管理料      ・ニコチン依存症管理料 

   ・在宅療養支援病院（３）（在宅療養実績加算１） 

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

・遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料） 

   ・検体検査管理加算（Ⅱ）        

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影（16列以上 64列未満のマルイスライスＣＴ） 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） 

・運動器リハビリテーション料（Ⅲ）  ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ） 

   ・歯科口腔リハビリテーション料    ・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

・胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。） 

・胃瘻造設時嚥下機能評価加算     ・歯周組織再生誘導手術 

・クラウン・ブリッジ維持管理料    ・歯科技工士連携加算１ 

 

（３）入院時食事療養について     

当病院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時

（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 

 



３．「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の

際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行して

おります。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。その点ご理解い

だき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望

されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

 

４．地域におけるかかりつけ医機能について 

   当院では「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。相談センターまでお問い合わせ

ください。 

○ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。 

○ 保健・福祉サービスに関する相談に応じます。 

○ 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。 

○ 厚生労働省や新潟県ホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医

機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。 

 

５．医療安全管理に関する患者相談窓口について 

安心して医療を受けていただくために、医療安全管理に関するご相談・ご質問は、医療相談窓口に

お申し出ください。医療安全管理者が対応いたします。 

患者様の相談・意見・苦情等について迅速に対応し、医療安全対策に活用いたします。 

◆相談窓口  相談センター   ◆相談対応者 医療安全管理者 

◆受付時間  月～土曜日（8:30～12:00）  火～金曜日（8:30～17:15）  

※ 病院休診日は除きます。※ 予約制で対応します。 

◆その他   相談内容については、秘密を厳守します。 

        相談者の不利益とならないように、十分配慮します。 

 

６．入退院支援について 

  当院では患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるよ

う入院早期より退院困難な要因を有する患者さんを抽出し、入退院支援を行っております。 

各病棟の退院支援担当者は次のとおりです。 

◆１病棟：近藤 悠 

 

７．特別室料金について 

初めてまたは現在入院されている方で、特別室を希望される方は病棟スタッフステーションにお

知らせください。なお、病室及びは下記のとおりとなっております。 
 

病棟 ・１床室１床１日につき        ３，３００円（税込） 

（２１４号室・２１５号室） 

・１床室１床１日につき        １，６５０円（税込） 

（２０１号室・２０２号室・２０３号室・２０５号室） 

 

 



８．保険外負担について 

当院は、以下の項目について、その使用料利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

  （１）入院期間が１８０日を超える場合の費用の徴収について 

      入院期間（今回の入院以前3ヶ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に入院して

いた期間を含む）が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合等を除き、入院基本

料の15％を180日超に係る保険外併用療養費として「1,620円（１日につき）」を自己負担し

ていただきます。 

（２）その他文書料等保険外給付料金表による料金 

※ 上記事項で不明な点は医事課窓口までお問い合わせください。 

 

９．薬の一般名処方について 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実

施しています。後発医薬品のある医薬品について、薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名

称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 

 

１０．後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について 

  当院では、厚生労働省の後発医薬品使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改

善に資するものとして、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しております。そのた

め、当院で処方する薬剤は後発医薬品になることがあります。ご理解賜りますようよろしくお願い

いたします。 

ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。 

 

１１．医薬品の安定供給について 

  当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取組をしています。医

薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整えて

います。医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更になる可能性がありますが、その際は患者

様へ説明します。 

 

 
 

南魚沼市立ゆきぐに大和病院長 


